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「滅 び行 く人種 」 言説 に抗 す る 「同化 」

1920～30年 代のアイヌ言論人の抵抗

関 口 由 彦*

Using  `Assimilation' to Resist the Concept of `Dying Race': 

  Strategies of Ainu Spokespeople in the 1920s to 1930s 

                Yoshihiko Sekiguchi

本稿 は,近 代 日本の 「他者像」 と しての 「アイヌ」像 を検討 し,ア イヌ民族

(と くに アイヌ言論 人)自 らがそれ を どの ように 「自画 像」 と して主体 的 に受

容 したかを明 らかにす る。 そのこ とを通 して,1920～30年 代を中心 とす るアイ

ヌの人 々の言論 活動が,支 配 者側が用 いた 「同化」概 念 を 「流用 」 しなが ら,

「滅 び行 く人種 」言説 に抗す る もの に他 な らなか った ことを主張 する。支配者

側 の 「同化 」概 念 に対 して,ア イヌ言論人 は二種類 の 「流用」 をもって して対

抗 した。それは,支 酉己者側の 「同化」概念 の 「流用 」に際 しての主体性の発揮

の仕 方 にお いて区別 され得 る もので あった。違星北斗 は,「 野蛮」/「文明」 と

い う価 値づ け(序 列)と 結 びつか ない 「血 」 に基づ いて,「 和 人」 と区別 され

た 「アイヌ」 とい う 「種的 同一性」 を設定 し,そ れが上位 カテ ゴリー と しての

「日本人 」 に内包 される こ とを 「同化 」 と して捉 えた。他方 で,平 村幸 雄 は,

「ア イヌ」 である ことと 「和 人」であ るこ とが両立 し得 る とす るアイデ ンティ

ティ認識 に基 づいた 「和人化」 と しての 「同化 」 を主張 した。か くして,二 種

類 の 「流用 」を行 うことで,ア イヌ言論 人は支 配者側 の 「滅び行 く人種」言説

に対 抗 し,ア イヌ としてのア イデ ンテ ィテ ィを保持す る道 を切 り拓 いたの で

あった。

   This paper examines how the Ainu themselves accept the imposed image 

of Ainu as a self-portrait in modem Japan. By doing so, this paper claims 

that the Ainu speech movement of the 1920s-1930s resisted the discourse of 

 `dying race'
, by `appropriating' the concept of assimilation to a ruling people. 

In opposition to this concept, there were two kinds of appropriation which
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can be distinguished in the Ainu speech movement. Iboshi created a category 
of Ainu distinguished from Wajin, based on a concept of 'blood' outside the 

hierarchy of  `uncivilized'/`civilized', and conceived assimilation as the sub-

sumption of such `Ainu' under `Nihonjin' as the superordinate category. On 
the other hand, Hiramura created a unique Ainu identity compatible with 

being Wajin, and asserted that assimilation meant becoming Wajin. By appro-

priating the concept of assimilation, Ainu writers opposed the discourse of 
`dying race' , and forged a way to retaine the Ainu identity.

は じめ に

1問 題の所在

12他 者 としての 「アイヌ」

1.2自 己認識 としての 「アイヌ」

2「 同化 」 政 策 にお け る 「人種 」 言説 と

「文明化」言説の結合

2.1「 人種」 と 「滅亡」の言説

22「 文明化」 と 「保護」の言説

2.3「 人種 」言 説 と 「文明化 」言説 の結

合

3「 日本 人 化 」 と して の 「同化 」

3.1「 種 的 同一1生」 を もつ 「ア イ ヌ」

3.2「 和 人 」 で は な く 「日本 人 」 へ

4「 和 人 化 」 と して の 「同化 」

4.1「 和 人 」 に な る こ と

4.2「 ア イ ヌ 」 で あ り 「和 人 」 で あ る こ

と

5二 つ の 「流 用 」

お わ りに

は じめ に

本稿の目的は,1920～30年 代に高揚 したアイヌ民族の言論活動において,ア イヌ

言論人たちが,「 アイヌ」の消滅 を含意する 「滅び行 く人種」 という当時の支配者側

の言説(藤 野1998:221-227)に 対 してどのように対応 したのかを明らかにすること

にある。

周知のように,明 治以降,ア イヌ民族は日本国政府によって 「同化」政策を課 され

てきた。このような植民地状況下で社会的偏見や差別が助長されたが,そ れに対 し,

アイヌ民族の言論人は雑誌や種々の著作物を通 して自ら異議を唱え始める1)。それは

特に1920～30年 代に顕著となるが,そ の先駆けとなったのが1918年 に出版 された武

隈徳三郎の 『アイヌ物語」である2)。本稿の議論から,武 隈をはじめとする当時のア
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イヌ言論人たちが,強 制 された 「同化」概念をそのままの形で受け容れていたわけで

はないこと,そ して 「同化」概念をどのようにズラし,「流用」 していたかとい うこ

とが明らかになるだろう。そして,そ こから,強 制 された 「同化」を一旦は受け入れ

なが らも,自 分の都合にあわせて 「流用」するという,ア イヌ言論人たちによる抵抗

のあり方が浮き彫 りになるだろう。

本稿のテーマと関連 して,2001年 に日本民俗学 と民族学(文 化人類学)を 中心 と

した共同研究の成果 として,『近代 日本の他者像 と自画像」(篠原2001)が 刊行された。

同書の主要テーマは 「近代 日本の 「他者』 と 「自己』の認識史」を問題にするもので

あった3)。これに対 して本稿は,近 代 日本の 「他者像」 として構築 された 「アイヌ」

像(=「 滅び行 く人種」)を,ア イヌ民族 自身が 「自画像」 としてどのように受容 した

のかを考察するものである。

以下,第 一節では,1920～30年 代の時期のアイヌ民族に関する先行研究を検討 し,

「他者像」及び 「自画像」 としての 「アイヌ」について論 じた諸研究の限界を指摘す

る。第二節では,ア イヌ民族にとっての 「他者」=支 配者側によって課された 「同化」

政策の含意を,「人種」と 「文明化」という二つの言説の結びつきから明らかにする。

そして,第 三節,第 四節では,支 配者側の言説に抗するアイヌ言論人 自身による 「自

己」の描 き方を論 じ,さ らに第五節では,そ れを,支 配者側の言説の 「流用」 という

観点から明確にする。

1問 題 の 所 在

本節では,1920～30年 代 のアイヌ民族を対象 とした研究 を,「他者像」 としての

「アイヌ」について論 じたものと 「自画像」 としての 「アイヌ」について論 じた もの

との二つに分けて検討する。「アイヌ」の 「他者像」と 「自画像」を対照することで,

アイヌ言論人自身による 「自画像」(自 己認識としての 「アイヌ」)の分析を試みる本

稿の問題の所在を明らかにする。

1.1他 者 と しての 「アイヌ」

さて,「他者像」としての 「アイヌ」を対象とする研究を概略 してみたい。

近代のアイヌ民族に関する歴史叙述を行なった海保(1992)や 河野(1996)は,近

代において 「アイヌ」が 「同化」の対象 とされることで,「 日本人」ない し 「和人」 と

区別された 「アイヌ」 という表象の仕方が生 じたということを明らかにしている4)。
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近代のアイヌ民族に関する近年の歴史叙述は,海 保の主張するように,単 なる政策の

羅列(高 倉1942)や,開 拓史の一部,「 衰亡史」(奥 山1966)で あることをやめ,ま

たただ単 に 「同情」的な 「告発」(新谷1972;三 好1973)に とどまらず,「 アイヌ」

という表象の生成 ・変容について論 じるようになっている。

このような 「他者像」 としての 「アイヌ」 という表象のあり方に関して重要な示唆

を与えている論考 として,と くに冨山(1994)や 木名瀬(1997)の 研究を挙げること

ができる。冨山は,日 清戦争前後の人類学における 「日本人種論」を取 り上げ,そ れ

が 「アイヌ」や 「琉球人」を 「他者」 として表象するなかで 「われわれ」 としての

「日本人」というアイデンティティを保証 してい く様を検討 している。つまり,「国民

の叙述」が 「彼 ら」 としての 「アイヌ」「琉球人」は何者なのかと問うことで自分達

とは何かを明 らかにするという様式をとっていたことについて論 じているのである。

木名瀬 もまた,近 代の文化人類学の言説空問において 「アイヌ」を 「日本人」から差

異化する言説がみられることを論 じている。木名瀬は,「 コロポックル論争」におい

て 「アイヌ」が 「石器時代人」であるか否かにかかわらず,結 果 として 「野蛮」な

「アイヌ」 と 「優者」としての 「日本人」 との差異化が図られていたことを主張する

のである5)。木名瀬によれば,金 田一京助は,記 録された 「文芸」に象徴 されるよう

な脱身体化 ・脱 コンテクス ト化 されたレベルにおいて,純 粋で美 しい 「未開」人,す

なわち 「高貴なる野蛮入」 としてのアイヌ像を完成 したという6)。

1.2自 己認 識 と しての 「ア イ ヌ」

この項では特に,一 見相反するものとして見える 「アイヌ」 としてのアイデンティ

ティへの誇 りと 「同化」志向の関係性に焦点を当てて,先 行研究を検討 していくこと

にする。なぜなら,「アイヌ」 としてのアイデンティティを維持 しようとする意志 と

「同化」志向の複雑 な結びつきこそが,近 代のアイヌ民族の自己表象の中核をなして

いると考えられるからである。ちなみに,こ こでい う 「同化」志向とは,「 日本人」

ないし 「和人」へのなんらかの包摂についての志向を指す こととする。

「アイヌ」 としてのアイデンティティへの誇 りと 「同化」志向が両立 し得ない とい

う指摘 は,以 下の花崎・皐平(1996)の 議論に典型的に見られる。花崎は1910年 代か

ら第二次世界大戦中までのアイヌの活動を分析するにあたり違星北斗に注 目し,彼 の

「魂の底からほとばしるような」言葉か ら 「アイヌ」としての自覚 と誇 りのみを読み

取 る。他方で花崎は,1930年 の北海道アイヌ協会設立に関 して北海道庁が主導権を

握っていたことを指摘 し,そ の機関誌 『蝦夷の光」の出版についても,「官庁主導の
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同化 主 義 に基 づ く」 こ と を強 調 す る。 この こ とか ら花 崎 は,「 ア イ ヌ 」 と して の ア イ

デ ン テ ィ テ ィへ の誇 りが ア イ ヌの 言 論 人 自 身 に よ っ て主 張 され る もの で あ る の に対

し,「 同化 」 へ の志 向 が 「官 庁 」 に よっ て 強 制 され る もの で あ る と結 論 づ け て い る。

言 い換 え れ ば,花 崎 の議 論 は,1920～30年 代 の ア イ ヌ の 人 々が 「ア イ ヌ」 と して の

ア イ デ ンテ ィテ ィに誇 りを持 っ て 日本 政 府 の 「同化 」 政 策 と対 立 し,両 者 が 決 して並

存 し得 な い もの で あ る か の よ うに論 じて し まっ て い る の で あ る。

同様 の 見 解 は,現 代 の ア イ ヌ研 究 を主 導 しつ つ あ る 煎 本 孝(1994)に も見 られ る。

煎 本 は,北 海 道 南 部 地域 の ア イ ヌ の 人 々 につ い て,「 民 族 的 ア イ デ ンテ ィテ ィ」 が 世

代 を通 して変 化 して い る こ とを まず 指 摘 し,さ らに 明治 か ら現 在 まで の変 遷 を 第一 世

代 か ら第 五 世 代 の 五 つ の世 代 に分 け て 跡 付 け て い る。 本 稿 で 対 象 と して い る1920～

30年 代 の ア イ ヌ 言 論 人 は 煎 本 の い う 「第 二 世 代 」 と 「第 三 世 代 」 に相 当 す る と思 わ

れ る7)。 そ の上 で煎 本 は,「 第 二 世 代 」 につ い て は,「 彼 ら は ア イ ヌ 文 化 と ア イ ヌ語 に

精 通 して い た に もか か わ らず,ア イ ヌ と して の 民 族 的 ア イ デ ンテ ィテ ィを否 定 した 。

…彼 ら は 同 化 に 向 か っ て の初 期 の ア イ ヌ運 動 を展 開 した 人 々 で あ っ た 」(煎 本1994:

543)と 述 べ,つ づ く 「第 三 世 代 」 は,「 当初,ア イヌ と して の ア イデ ンテ ィテ ィを否

定 し同化 を支 持 」(煎 本1994:543)し た の だ と性格 づ けて い る。 つ ま り,煎 本 は,「 ア

イ ヌ」 と して の ア イ デ ンテ ィテ ィを否 定 す る こ とはす な わ ち 「同化 」 を志 向す る こ と

に他 な らな い と捉 え て い る の で あ る。 煎 本 の 分 析 は,1920～30年 代 の ア イ ヌ の 人 々

が 「同化 」 を志 向 して い た とみ なす 点 で花 崎 の分 析 と対 照 を な して い る と言 え る。 し

か しな が ら,「 ア イヌ 」 と して の ア イ デ ン テ ィテ ィ と 「同 化 」 へ の志 向 が 対 立 し両 立

し得 な い とす る点 で は煎 本 と花 崎 は 見解 を一 に して い る と言 う こ とが で きる。

しか し,こ の 時期 に な され た ア イ ヌ言 論 人 の主 張 を詳 細 に 見 て い け ば,煎 本 や 花 崎

の見 解 が 必 ず し も妥 当 で は な い こ とが わ か る。 例 え ば花 崎 が 検 討 した違 星 の文 章 に お

い て も,別 の部 分 で,「 吾 人 は 自覚 して 同化 す る こ とが 理 想 」 で あ る と書 か れ て い る。

こ こ で 違 星 の 言 う 「同 化 」 が 意 味 す る 内 容 に 関 して は 第 三 節 で 詳 し く検 討 す る が,

「ア イ ヌ」 と して の ア イ デ ンテ ィテ ィへ の 誇 り と 「同 化 」 志 向 は違 星 とい う一 人 の人

間 の 内部 に 同 時 に並 存 して い た こ とは 明 らか で あ る。

花 崎 や煎 本 らの 見解 に対 し,シ ドル は,「 ア イ ヌ」 と して の ア イ デ ンテ ィテ ィ と 「同

化 」 へ の志 向が 同 時 に並 存 し得 る とい う示 唆 を行 っ て い る。 シ ドル に よる と,1920～

30年 代 の ア イ ヌ の活 動 を み る 限 りに お い て,ア イ ヌの 人 々 は,「 日本 の 国 家 へ の包 摂

また は天 皇 へ の彼 らの忠 誠(す な わ ち 「同化 」)を 問 題 にす る こ と は なか った 」(括 弧

内 は筆 者 の補 足),と い う(Siddle1996:122)。 つ ま り,こ れ らの 人 々が 「同化 」 自体
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に疑 義 を呈 す る こ とは決 して な か っ た の で あ る。 しか し,同 時 に シ ドル は,そ れ らの

人 々 が 「ア イ ヌ で あ る こ との誇 り と価 値 を新 た に意 味 づ け る こ とに よっ て彼 らの周 縁

化 に 対 応 し た の で あ っ た 」 と も指 摘 す る(Siddlel996:146)。 す な わ ち シ ドル は,

1920～30年 代 の ア イヌ 言 論 人 た ちが 「同化 」 を肯 定 す る と 同時 に,「 ア イヌ 」 と して

の ア イ デ ンテ ィテ ィに誇 り と価 値 を 見 出 して い た とす る の で あ る。 要 す る に,シ ドル

は,こ れ まで相 反す る もの と して扱 わ れ て きた 「ア イ ヌ」 と して の ア イ デ ンテ ィテ ィ

と 「同化 」 志 向が 両 立 し得 る こ とを 明言 し,し か もそ れ らが 相 補 っ て い た こ とま で示

唆 して い る の で あ る。

しか しなが ら,シ ドル は 「ア イヌ」 と して の ア イデ ンテ ィテ ィ と 「同化 」 志 向が 同

時 に並 存 し得 る こ とは 指摘 した が,1920～30年 代 の ア イ ヌ 言 論 人 た ちが 一 見 す る と

相 対 立 せ ざる を得 な い 「ア イ ヌ」 と して の ア イ デ ンテ ィテ ィの維 持 と 「同化 」 志 向 に

どの よ うに折 り合 い をつ け て い た の か とい う こ とま で は 明 らか に して い な い。

この 点 を明 ら か に しよ う と した の が,テ ッサ ・モ ー リス ・鈴 木(モ ー リス ・鈴 木

1998)で あ る 。 モ ー リス ・鈴 木 は,違 星 が1925年 に東 京 で行 っ た 講 演8)の な か で,

か つ て 「ア イ ヌ」 と して の ア イ デ ンテ ィテ ィを 隠 して 「言 語 風 俗 習 慣 の点 に於 て,和

人 と寸 分 も違 は な い 」 よ う に な ろ う と して い た違 星 が あ る 出 来 事 を き っ か け に して

「ウ タ リ ・ク ス[吾 等 の 同胞]の 位 地 を高 め て,ア イ ヌ の 本 来 の意 味 を取 り返 す 」 よ

うに つ とめ る こ とを 決 意 し,「 今 で は よい 日本 人 とな つ て,ア イ ヌ の た め 日本 の た め

に,何 か や つ て み た い とい ふ 気 に なつ て ゐ る の で す 」 と主 張 して い た こ とに 注 目す

る 。 モ ー リス ・鈴 木 に よ る と,違 星 に とっ て,「 和 人 」 は 「ア イ ヌ」 と対 立 す る範 疇

で あ っ た の に対 し,「 日本 人 」 とは 「外 国人 」 に対 立 す る範 疇 で あ っ た 。 そ れ ゆ え,

「和 人 」 と 「ア イヌ 」 は両 立 し得 ない が,「 ア イ ヌ」 と 「日本 人」 は対 立 す る わ け で は

な い とい う の で あ る 。 そ して 「ア イ ヌ」 と して の ア イ デ ンテ ィテ ィ の 自覚 と,「 日本

人」 へ の 「同化 」 は両 立 し得 た と,モ ー リス ・鈴 木 は結 論 づ け る 。 つ ま り彼 女 は,違

星 が,前 節 の冨 山(1994)や 木 名 瀬(1997)が 論 じ る よ う な,「 他 者 」 を 明 確 な境 界

に よっ て 「自己」 とは異 な る もの と して捉 え る こ とで 「自己」 の ア イ デ ンテ ィテ ィを

明確 にす る とい うア イ デ ンテ ィテ ィ構 築 の様 式 に従 っ て い た とい うの で あ る。

「和 人 」 と 「日本 人 」 を 区別 す る モ ー リス ・鈴 木 の 議 論 は た しか に 違 星 の 主 張 を理

解 す る う えで 有 効 な もの で あ る と言 え る 。 しか し,第 三 章 で 詳 し く検 討 す る よ う に,

当 時 の ア イ ヌ言 論 人 の 「同化 」 認 識 は モ ー リス ・鈴 木 が 論 じる よ うな 「日本 人化 」 を

意 味 す る だ け で は な く,「 和 人 化 」 と呼 び 得 る もの もた しか に存 在 して い た の で あ る。

この こ と はモ ー リス ・鈴 木 の 議 論 の 限界 を示 す と同時 に,「 他 者 像 」/「自画 像 」 と し
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ての 「アイヌ」をめぐる研究が これまで十分に論 じてこなかった問題の所在を示 して

いるといっても過言ではないだろう。

以上の先行研究の検討から,「他者像」/「自画像」としての 「アイヌ」をめ ぐる研

究が これまで十分に検討 してこなかった,ア イデンティティの構築 の仕方が存在する

ことが浮かび上がってきた。そこで本稿は,「 アイヌ」としてのアイデンティティへ

の誇 りと 「同化」志向を対立するものとして捉える視点を排 し,両 者の複雑な結びつ

きを検討する。やや結論を先取 りすれば,そ うすることによって,ア イヌ言論人が支

配者側の言説である 「滅び行 く人種」言説 と 「同化」言説 とを受容 しなが らも,支 配

者側の言説における 「同化」や 「滅び行 く」 という意味を微妙にズラし,「滅び行 く」

と想定 されていた 「アイヌ」を存続 し得るものと構想 しなおし,自 らのアイデンティ

ティを構築 していく仕方を明らかにするものである9)。

2「 同 化 」 政 策 に お け る 「人 種 」 言 説 と 「文 明 化 」 言 説 の 結 合

植民地主義的状況における日本のアイヌ 「同化」政策は,「 人種」と 「文明化」 と

いう異なった二つの概念 に基礎づけられていた。同様に,「 同化」を強制されたアイ

ヌ民族の言論人たちにとって も,「人種」 と 「文明化」は彼 らの 「同化」認識の基礎

となるものであった。そこで本章では,「 同化」政策における 「人種」と 「文明化」

という概念をまず明らかにし,そ の上で,こ の二つの概念の結合がいかなるもので

あったかについて見ていくことにする。 この作業は,次 節以降で検討する,ア イヌ言

論人たちが受容 しながらも意味内容 をズラしていこうとした1920～30年 代の支配者

側の言説を明らかにすることに他ならない。

2.1「 人種 」 と 「滅亡 」 の言説

まず 「人種」についてであるが,1920～30年 代の,「 アイヌ」や 「日本人」 といっ

た人間分節は 「人種」概念に基づいていた。当時の 「人種」とは,「時間と空間を超

えてそれ自身を再生産 し,同 時に生得的で不変の特徴をもつ自然的共同体」(Siddle

1996:9)で あった。つまり,「人種」とは 「生得的」で 「不変」の特徴によって他の

同様の範疇と区別 される人間分節であり,「人種」は世代を超えて再生産されてい く

ものとされた。

ここで,1920～30年 代の 「人種」概念を明確なものとするために,酒 井直樹(1996)

の 「種的同一性」に関する議論を見ておこう。酒井はそれを次のように説明する。
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近代 になっ て登 場す る 同一 性 は排 他 的な種 的同一性 とで も呼ぶべ き原理 に従 った もの で

あって,犬 が 同時に猫であ るこ とがで きない ように,人 は同時に複数 の国民 民族 人種

である ことはで きない とい う建前 が うちたて られて くる。 だか ら,国 民の集 団はたが いに

排 他的な関係 において 自己 を限定するの である。個人は特定 の他者 との 関係 に よってそ の

同一性 を得 るの ではな く,抽 象 的 な集合 へ の帰属 によって種 的同一性 を得 るよ うになる。

(酒井1996:174)

「人 は 同 時 に 複 数 の 国民,民 族,人 種 で あ る こ とは で き な い とい う建 前 が う ち た て

られ て くる」 とは,横 断(二 帰 属 の複 数 性)を 許 さな い 明確 な境 界 を もつ もの と して

想 像 され た 国民,民 族,人 種 とい っ た もの が 近 代 に生 み 出 され た こ と を示 して い る。

そ して この よ うに作 られ た 「人 種 」 概 念 に お い て,個 人 は 「生 得 的」 で 「不 変 」 の変

更 不 可 能 な特 徴 に よっ て一 つ の 「人種 」 に位 置 づ け られ る と され て い た の で あ る。 し

た が っ て,1920～30年 代 に 「人 種 」 概 念 に基 づ い て 主 張 され た ア イ デ ンテ ィテ ィ は,

酒 井 の言 う 「種 的 同一 性 」 と して理 解 す る こ とが で きる。

シ ドル に よる と,「 人種 」 概 念 に基 づ い て 「ア イヌ 」 が 理 解 され る よ う に な るの は,

明治 以 降,日 本 とい う近 代 国家 が 確 立 し,北 海道 が 植 民 地 化 され る とい う状 況 に お い

て で あ っ た(Siddle1996:8)。 そ こ にお い て,「 ア イ ヌ 」 の 「生 得 的 」 で 「不 変 」 の

「人 種 」 的特 徴 は,「 劣 っ た もの 」 で あ る と され,そ れ に対 して,「 日本 人種 」 の そ れ

は 「優 れ た も の」 で あ る と され た。 ま た,「 日本 人種 」/「ア イ ヌ」 の 区 分 に結 びつ け

られ た 「優 等 」/「劣 等 」 とい う価 値 は,「 文 明 」化 の 程 度 を意 味 す る もの で あ っ た(冨

山1994:46)。 こ こに お い て 支 配 的 言 説 は,「 日本 人種 」 と 「アイ ヌ 」 を異 な る 「人種 」

と して分 け,そ れ に 「優 等 」 と 「劣 等 」 とい う 「文 明 」 化 の 程 度 の差 異 を結 び つ け

て,「 ア イヌ」 と 「日本 人 種 」 を相 互排 他 的 に 区分 した の で あ る。 こ こで 注 意 す べ き

こ とは,「 人種 」 的 特徴 が 「血 」 に よ って 決 ま る と考 え られ て い た こ とで あ る。 そ れ

ゆ え,「 ア イヌ 」 と して の 「人 種 」 的 特徴 も,「 ア イヌ」 の 「血 」 が 決定 す る とみ な さ

れ て い た の で あ る 。

で は,「 人種 」概 念 の 根 底 に あ る 「血 」 の 概 念 とは何 か 。 為 政 者 側 の 言 説 に現 れ る

「血 」 の 観 念,1890年 代 に隆 盛 した 国 体 論 にそ の 典 型 を見 る こ とが で き る。 国 体 論 は,

日本 を天 皇 家 を本 家 とす る家 族 国家 と して捉 え る もの で あ り,そ こに は 日本 民 族 の血

統(「 血 」)が 連 綿 と続 い て き た とす る(穂 積1897:8-15)。 こ れ は言 う ま で も な く,

天 皇 統 治 を 自然 な こ と と して正 当化 す る イ デ オ ロ ギ ー で あ っ た。

「血 」 の観 念 をめ ぐっ て は,さ ら に,当 時 盛 ん に な りつ つ あ っ た優 生 学 を無 視 す る

こ とは で き な い。 優 生 学 の 信 奉 者 は,「 優 等 な」 日本 民 族 の 純 粋 な 「血 」=「純 血 」 の

維 持 を唱 え た。 こ こに 見 られ る の は,「 優 等 な」 支 配 民 族 の 「血 」 が 「劣 等 な」 被 支
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配 民 族 の 「血 」 に よっ て 汚 損 さ れ る こ と を恐 れ る 「混 血 」 忌 避 で あ っ た(小 熊1995:

235-270)10)。 そ の結 果,優 生 学 の信 奉 者 は,混 合 民 族 論11)を 定 説 と して 認 め なが ら も,

「混 血 」 が起 っ た の は は る か古 代 の こ とで あ っ て,そ れ 以 後 永 く 「血 」 の 純 潔 を維 持

して き た た め,「 万 世 一 系 」 は純 然 た る事 実 で あ る と した(川 上1982:47-52)。 こ の

優 生 学 の 系 統 は,1937年 の 日中 戦 争 以 降 の 戦 時 期 に お い て,日 本 民 族 の外 来 起 源 や

混 合 を一 切 認 め な い 「純 血 」 の単 一 民 族 論 を生 み 出 して い く(長 谷 部1940:34)。

小 熊 に した が え ば,1880年 代 まで に形 成 され 現 在 に まで 至 る 日本 民 族 起 源 論 の 構

図 は混 合民 族 論 と単 一 民 族 論 の対 立 に よっ て示 され るが,そ こに お い て 「血 」 は,そ

れ ぞ れ の 「人 種 」=「民 族 」 が もつ(「 優 等 」/「劣 等 」 を含 む)本 質 的特 徴 をそ の 内 に

溶 か し込 ん だ もの と して 受 け取 られ て い た とい え る の で あ る。 ま た,「 人 種 」 概 念 に

お い て想 定 され た 「人種 」 的差 異 が 「文 化 」 的要 素 に まで拡 大 され て い た こ とに も注

意 が 必 要 で あ ろ う。 冨 山一 郎 は,日 本 の 人類 学 にお い て,言 語,体 毛,入 れ墨 等 が 「人

種 」 の類 似 性 と相 違 性 を示 す 徴 候 と して発 見 され て い っ た こ とを指 摘 して い る(冨 山

1994:39)。 また 木 名瀬 高 嗣 も,当 時 の 人類 学 に お け る 「人種 」 論 が 「形 質 人類 学 と文

化(民 族)論 とが 分 化 され ぬ ま ま形 成 され て 」 い た と し,「 ア イ ヌ 」 が 「身 体 も文 化

も包括 した 『人 種 』 とい うカ テ ゴ リー に よっ て位 置 づ け」 られ て い た こ とを指 摘 す る

(木名 瀬1997:4)。

以上 の よ う な 「日本 人 種 」/「ア イ ヌ」 の 区 分 を前 提 と して,「 滅 び行 く人 種 」 言 説

が 登 場 す る。 す な わ ち,社 会 ダ ー ウ ィニ ズ ムの 適 者 生 存 とい う認 識 に したが って,「 劣

等 人種 」 と して の 「ア イ ヌ」 は 「優 等 人種 」 と して の 「日本 人種 」 との生 存 競 争 に お

い て敗 れ,「 滅 亡 」 す る と考 え られ た の で あ る。

2.2「 文 明 化 」 と 「保 護 」 の 言 説

か く して 「ア イ ヌ 」 は,「 人種 」概 念 と ダ ー ウ ィニ ズ ム の 結 合 に基 づ い て 「滅 び行

く人種 」 とな る。 そ の一 方 で,「 滅 び行 く人 種 」 で あ るが ゆ え に 「保 護 」 と 「文 明 化 」

の対 象 と もな る。 そ もそ も 「文 明」 とは,進 歩 ・発 達 とい っ た もの に特 徴 づ け られ る

状 態 の こ とで あ り,そ の 対 極 は進 歩 ・発 達 の ない 「未 開」,「野 蛮 」 で あ った 。 そ こで,

ア イ ヌ民 族 に対 す る 「同 化 」 政 策 は まず,こ の 「野 蛮 」 な 「ア イ ヌ」 を 「日本 人種 」

と同等 に 「文 明 化 」 す る こ とで あ り,そ れ は 「保 護 」 「救 済 」 と して理 解 され る もの

だ っ た の で あ る。 例 え ば,1899年 に北 海 道 旧土 人 保 護i法が 施 行 され たが,そ れ は,「 ア

イ ヌ」 を 「救 済 」 す る こ とは 国家 に とっ て義 務 で あ る とい う主 張 に基 づ い て い た(ウ

タ リ問題 懇話 会1988:6)。 こ の法 律 は勧 農,教 育,生 活 保 護 とい う三 つ の 柱 か ら成 る
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もので,こ れらの施策によって言語,生 活様式,価 値観にあ らわれた 「アイヌ」の

「野蛮」を 「文明」へと向上させることを目指すものであった。ただ し,「文明化」概

念はたしかに 「アイヌ」が 「文明化」 し得ることを含意 していたが,そ れが 「アイ

ヌ」 と 「日本人種」 を序列化する認識を基礎 とするものであったことは留意 されなけ

ればならない。「文明化」概念は,「 日本人種」をみずから 「文明化」 していくことの

できる能動的主体 とする一方で,「 アイヌ」を 「文明化」される受動的客体として捉

え,そ のような序列 を変更不可能なものとして前提 していたのである。そして,「 日

本人種」による 「野蛮」な 「アイヌ」の 「文明化」 と 「保護」の言説が,植 民地主義

的支配 を正当化 してきたのである。

2.3「 人 種」 言説 と 「文 明化」 言説 の結 合

ここで 「人種」言説 と 「文明化」言説の結合の し方について論 じておきたい。「人

種」概念は本来的には 「人種」的特徴の変更不可能性を強調するものであるが,「文

明化」においてはその変化が主張 されることになる。そしてそれゆえに,明 確な境界

に基づいた分類に収 まりきらない分類不可能な中間的存在が意識されるようにな り,

さらには 「人種」分類への疑義が生 じる12)。

冨山(1994)に よれば,こ のような分類不可能な存在に対 して向けられたのが,人

類学における 「測定」の技術であった。人類学は,分 類不可能な存在の 「人種」的特

徴 を測定 し,一 元的な連続面の中に位置づけて きたという。「測定 という技術は,徴

候 を,同 じかどうかというアナロジーから,ど の程度同じかという強度の問題へ と移

行 させることにより,危 険をはらむ分類不可能な存在を,あ る限定 された連続面に設

定 しなおす」(冨 山1994:39-40)の である。そしてその連続面の原理 となるものが,

「文明化」の程度なのである。つまり,明 確な境界によって定義 された 「人種」分類

に収 まりきらない分類不可能な存在は,「測定」の技術によって,「野蛮」から 「文明」

に至る連続面の中の特定の位置に収められ,明 確なアイデンティティを課 されるので

ある。換言すれば,人 類学における 「測定」の技術は,分 類不可能な存在を対象 とし

てい くなかで,「人種」的特徴は 「野蛮」か ら 「文明」に至る連続面の中に明確な位

置 を占めつつ 「文明化」 していくという認識を構築 している。そしてこのような 「文

明化」の連続面の認識に基づいて 「野蛮」 とされた特徴を 「文明化」 していくことが

「同化」だったのである。

しか し1930年 代 になると,北 海道庁を中心に,上 述の植民地主義的 「同化」政策

に対 して優生学的 「同化」政策 と呼ぶべ きものが登場する(藤 野1998:247-252;高
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木1994:177-178)。 高 木-博志 に よれ ば,1930年 代 に登 場 した優 生 学 的 な 「同化 」 政 策

は,「 結 婚 ・混 血 を通 じて 同一 集 団 た る 「日本 人 』 へ の埋 没 を 旨 とす る 『同 化』 政 策 」

(高木1994:177-178)で あ っ た とい う。 そ こ で は,「 混 血 」 に よる 「ア イ ヌ 人種 」 の

消 滅 が,「 ア イヌ 」 の 「同化 」 か つ 「文 明化 」 と して認 識 され て い た の で あ る13)。 ま

ず こ こ で は,「 人 種 」 概 念 に も とつ い て 「ア イ ヌ 人 種 」 の特 徴 を 決 定 す る 「血 」 を

「混 血 」 に よ っ て 希 釈 して い く こ とが 奨 励 さ れ た 。 そ れ に よ っ て,「 ア イ ヌ 」 とい う

「人 種 」 の カ テ ゴ リ ー を消 し去 る こ とが 目指 され た の で あ る。 だ が,そ れ に もか か わ

らず そ れ は 「ア イ ヌ」 の 「滅 亡 」 で あ る とは され な か っ た(喜 多1933;1937)。 とい

うの は,「 ア イ ヌ 」 とい う 「人 種 」 が 存 在 し な くな っ た 後 も,「 ア イ ヌ」 の 「血 」 は

「日本 人種 」 の 血 管 の 中 に流 れ続 け る とい う擬 似 科 学 的 論 理 が 強調 され,そ の よ うな

「混 血 」 の 過 程(世 代 を経 る こ とで 「野 蛮 」 な 「ア イヌ 人 種 」 が 存 在 しな くな り,「 文

明」 的特 徴 を もっ た 「日本 人種 」 とな る過 程)が 「文 明化 」 で あ る と され た の で あ っ

た(Siddle1996:94-97)。 つ ま り 「ア イ ヌ 」 は 「混 血 」 に よ っ て 「文 明 化 」 し得 る と

考 え られ た の で あ る。

3「 日 本 人 化 」 と し て の 「同 化 」

前 節 で は,為 政 者 側 の 「同化 」 政 策 に お い て 「人種 」 と 「文 明化 」 の概 念 が い か に

結 合 し,「 ア イ ヌ 」 は 「滅 亡 」 しな い とい う認 識 を生 み 出 した の か とい う こ と を見 て

きた。 そ こで本 節 と次 節 で は,ア イ ヌ言 論 人 の側 が,為 政 者 側 の 「同化 」 概 念 を受 容

しつ つ も彼 ら とは異 な っ た意 味 づ け を行 っ て い た こ とを 見 て い く。 まず 本 節 で は違 星

北 斗14)と い う 人物 を取 り上 げ る。 そ の理 由 は,彼 が 当 時 の 言 論 活 動 を代 表 す る 人物

の一 人 で あ る か らで あ り,ま た,違 星 の言 説 が,当 時 の言 論 活 動 の 中 で特 に 自 らの ア

イ デ ン テ ィテ ィ認 識 と 「同化 」 志 向 の結 びつ き を明 示 して い る か らで あ る 。 こ こ で

は,違 星 北 斗 の ア イ デ ン テ ィテ ィ認 識 と 「同化 」 認 識 を 明 確 にす る こ とで,「 同化 」

を 「日本 人 化 」 と して捉 え る こ とが 「滅 び行 く人 種 」 言 説 へ の対 抗 の一 形 態 に な っ て

い た こ とを 明 らか にす る。

3.1「 種 的 同 一 性 」 を も つ 「ア イ ヌ 」

まず 指 摘 して お きた い こ とは,違 星 が,「 ア イヌ 」 を 「和 人 」 と 区別 され た 「人 種 」

の範 疇 と考 えて い た こ とで あ る 。違 星 は 「ア イ ヌ の 姿 」(違 星1927)と い う文 章 の 中

で,「 ア イ ヌ が シ ャモ(和 人)に な る に は 血 の 問 題 で あ り時 問 の 問題 で あ るだ け容 易
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で は な い の で あ る 」 と述 べ て い る が,こ の こ と は,「 ア イ ヌ」 が 「和 人 」 に な る に は

「混 血 」 に よ って 「ア イ ヌ」 の 「血 」 を時 間 を か け て希 釈 しな け れ ば な ら ない と考 え

て い た こ と を示 して い る。 つ ま り,違 星 は 「ア イ ヌ」 と 「和 人」 を 「血 」 に よっ て 区

別 され る 「人 種 」 の範 躊 と して理 解 して い た の で あ る。 そ の こ とは次 の よ うな主 張 か

ら も明 らか で あ る 。

近 頃の アイ ヌはシ ャモ(和 人)ヘ シャモへ と模 倣追従 を事 と してゐ る徒 輩が亦続 出 して,

某 はアイヌで あ りなが らアイヌを秘 すべ く北 海道 を飛び 出 し某 方面で シャモ化 して活躍 し

てゐた り,某 は○○ ○○学校 で教鞭 をとってゐなが ら,シ ャモに扮 して ゐる等 々欄むべ き

か悲 しむべ きかの成 功者が ある。 これ らの贋 シ ャモ共は果 して幸福 に陶酔 してゐ るであ ろ

うか?否 ニセモ ノの正体 は決 して羨 むべ きもの でない。(違 星1927:ll2)(括 弧内,引 用

者 の補足)

この 一 文 か ら違 星 が,「 ア イ ヌ 」 は け っ して 「和 人 」 に は な れ な い と考 えて い た こ

とは 明 らか で あ る 。 つ ま り,「 生 得 的 」 で 「不 変 」 の特 徴 に よ っ て境 界 が排 他 的 に維

持 され る とす る 「人 種 」 概 念 に基 づ い て,違 星 は 「和 人 」 を模 倣 し 「ア イ ヌ」 で あ る

こ と を秘 匿 して い る者 た ち を 「贋 シ ャ モ 」 「ニ セ モ ノ」 と呼 ん で軽 蔑 し,境 界 を横 断

して 「和 人」 に な る こ との不 可 能 性 を 強調 す る。

この よ うに違 星 は 自 らの主 張 の 中 に支 配 者 側 の言 説 と して の 「人 種 」 概 念 を取 り入

れ て 「ア イ ヌ」 と 「和 人」 を確 固 と した境 界 に よっ て排 他 的 に 区分 され る範 疇 と して

設 定 す る 。言 い換 え れ ば 「ア イ ヌ」 を種 的 同一 性 を持 つ もの と して認 識 して い る の で

あ る 。 しか し,違 星 は 「人種 」 言 説 そ の もの を受 け容 れ て い る わ け で は な い。 支 配 者

側 の 言 説 と して の 「人種 」 言 説 に お い て は,「 ア イヌ 」 の 言 語 や生 活 様 式,価 値 観 等

は 「生 得 的」 で 「不 変 」 の特 徴 と され て い た。 これ に対 し,上 記 の引 用 文 に も明 らか

な よ う に,違 星 は そ の よ う な 「入種 」 概 念 の 含 意 を受 け容 れ ず,「 人種 」 の 諸 特 徴 が

変 化 し得 る もの で あ る と考 え て い た。 さ らに,支 配 者 側 の言 説 と して の 「人 種 」 言 説

は 「ア イ ヌ 」 を 「劣 等 」 「野 蛮 」 な もの と し,「 優 勝 劣 敗 」 の 法 則 に した が っ て 「滅

亡 」 す る もの と して い たが,違 星 は この よ うな 「人 種 」 概 念 の含 意 は まっ た く受 け容

れ な い15)。そ の こ とが わ か る の は,次 の よ うな違 星 の言 葉 で あ る 。

「水 の尊 きは水 なるが為であ り,火 の尊 きは火 なるが為 である。」そ こに存在の意義が ある。

〔朝 〕鮮 人が 〔朝 〕鮮人で尊い。 アイヌ はアイヌで自覚 する。シ ャモ はシャモで覚醒す るよ

うに,民 族が各 々個性 に向 って伸 びて行 く為 に尊敬 す るな らば,宇 宙 人類 は まさに壮観 を

呈す るであろう。(違 星1927:115)(括 弧 内,引 用者 の補足)

違 星 は 「ア イ ヌ」 が 「〔朝 〕 鮮 人」 や 「和 人」 と同 様 に 「個 性 に向 って伸 び て 行 く」
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べ き こ とを主 張 す る。 つ ま り,違 星 は,「 同化 」 政 策 で 主 張 され て い た,「 ア イ ヌ」 は

「文 明 」 に向 って 向 上 し得 る とす る 「文 明 化 」 言 説 を一 応 は受 け容 れ て い るの で あ る。

しか し,「 文 明 化 」 言 説 に含 意 され て い る 「文 明 化 」 す る 能 動 的 主 体(=「 シ ャモ 」)

と 「文 明化 」 され る受 動 的客 体(=「 ア イヌ 」)と い う区別 を違 星 は否 定 して い る。

つ ま り,違 星 は,「 同 化 」 政 策 に お け る 「人 種 」 言 説 の 種 的 同一 性 概 念 は 受 け容 れ

な が ら 「優 勝 劣 敗 」 に よ る 「ア イヌ の滅 亡 」 とい う言 説 は 明 確 に否 定 し,「 文 明化 」

言 説 を取 り入 れ る こ とで個 体 の特 徴 が 「文 明化 」 し得 る こ とを主 張 しつ つ,同 時 に そ

こに含 ま れ る能 動/受 動 とい う序 列 を拒 絶 した,と 理 解 で きる。 そ う して違 星 は,自

らを主 体 的 に 「文 明化 」 して い く,誇 り得 る 「ア イ ヌ」 の存 続 を論 じた の で あ る16)。

3.2「 和 人 」 で は な く 「日 本 人 」 へ

第 一 節 で 述 べ た よ うに,花 崎 は,「 ア イ ヌ」 の ア イ デ ンテ ィ テ ィ=種 的 同 一 性 を誇

示 す る違 星 の言 説 に お い て 「同化 」 へ の志 向 とは相 容 れ な い 「ア イ ヌ と して の ア イ デ

ンテ ィテ ィ の 自覚 」 を見 て い た。 しか し違 星 は 同時 に,「 吾 人 は 自覚 して 同 化 す る こ

とが 理 想 で あ っ て模 倣 す る こ とが 目的 で は な い 」 と述 べ て,「 模 倣 」 す る こ と(「 贋

シ ャモ 」 に な る こ と)を 拒 絶 す る と と も に,「 自覚 して 同 化 す る こ と」 を主 張 して い

た。 で は,違 星 の言 う 「自覚 的 な 同化 」 とは一 体 何 を意 味 す る の で あ ろ うか。 そ の解

答 を 出 して い る のが,第 一 節 で も取 り上 げ た モ ー リス ・鈴 木(1998)で あ る 。

モ ー リス ・鈴 木 に よれ ば,違 星 に とっ て 「和 人 」 が 「ア イ ヌ」 と区別 され た もの で

あ るの に対 して 「日本 人 」 は 「外 国 人」 と 区 別 され た もの で あ り,違 星 は 自覚 した

「ア イ ヌ」 と して の ア イ デ ンテ ィテ ィ と矛 盾 せ ず 両 立 す る 「日本 人 」 に な る こ とを主

張 した の で あ る。 こ の モ ー リス ・鈴 木 の議 論 は充 分 説 得 力 の あ る もの だ と言 え よ う。

まず,違 星 が 「和 人 」 との確 固 と した 区分 に基 づ い た もの と して 「ア イ ヌ」 とい う範

疇 を認 識 して い た こ と は す で に確 認 した通 りで あ る。 そ の 上 で,違 星 は 「ア イ ヌ の

姿 」 に お い て次 の よ うに主 張 す る の で あ る。

アイヌであ りた くない と云 ふので はない。 シャモ にな りたい と云 ふので もな

い。然 らば何 か 「平等 を求む る心」 だ,「平和 を願 ふ心 」だ。適切 に云ふ ならば 「日本 臣民

として生 きたい願望」 であるのである。(違 星1927:114)

「ア イ ヌ で あ りた くな い」,「シ ャモ に な りた い」 とい うの は前 述 の よ う な 「贋 シ ャ

モ」 に な りたが る 人 々 の願 望 で あ り,違 星 は そ れ を きっ ぱ り と否 定 す る。 違 星 は 「ア

イ ヌ」 と して の ア イ デ ンテ ィテ ィを 隠す こ とな く 「自覚 」 し,そ れ を誇 るべ きだ と考
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えていたのである。その上で違星は,同 時に,「 日本臣民」として生 きることを主張

する。「贋シャモ⊥ 「和人」 とは異なる 「日本臣民」,す なわち 「和人」 と 「アイヌ」

とを共に含めた 「日本人」になることを違星は希求する。つまり,違 星にとっての

「同化」は,こ のような 「日本人」になることであった。このことは,モ ーリス ・鈴

木が論 じるように,違 星が 「日本人」を 「アイヌ」 と 「和人」を内包する上位カテゴ

リーと考え,「 日本人」になることと誇るべ き 「アイヌ」であることは矛盾せず両立

すると考えていたことによってはじめて可能であったと言える。

以上見て きたように,ま ず違星は 「人種」概念を取 り入れて 「アイヌ」を 「和人」

と区別 された種的同一性 として認識 しつつ も,本 来の 「人種」概念 に含 まれた 「野

蛮」な 「アイヌ」の 「滅亡」 という含意は否定 していた。また 「アイヌ」の存続言説

を形成する上で違星は 「アイヌ」の 「文明化」を主張するが,支 配的言説が想定 して

いた 「文明化」する能動的主体/「 文明化」 される能動的客体 という図式も拒絶 して

いた。その上で違星は,モ ーリス ・鈴木が論 じるように,「外国人」 と区別 された 「日

本人」 を 「和人」 と区別 された 「アイヌ」 としてのアイデンティティと両立するもの

として捉 え,「同化」をそのような 「日本人」になることとした。このようにして違

星は 「アイヌ」の存続 を主張 したのである。

しかしなが ら,モ ーリス ・鈴木の議論に欠けているのは,違 星が種的同一性 として

の 「日本人」に内包 される種的同一性 としての 「アイヌ」 という図式において,ど の

ようにして 「アイヌ」/「和人」の序列化を回避 し得たのかという視点である。それ

に,当 時のアイヌの人々による主張においては,「 日本人化」 としての 「同化」ばか

りが呼びかけられていたわけではない。次節では 「和人化」 としての 「同化」につい

て検討することにしたい。

4「 和 人 化 」 と して の 「同 化 」

前節では,当 時のアイヌ言論人の代表的人物としての違星の主張を取 りあげたが,

その一方で,そ れとは異なる認識に基づいて 「滅び行 く人種」言説に対抗する主張が

た しかに存在 していた。それを示すために,本 節では平村幸雄の論説(平 村1930)

を取 り上げる17)。

4.1「 和 人」 にな る こと

まず平村は,「 アイヌ」が滅亡 しつつあることをあっさりと認める。平村は,「 アイ
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ヌ と して 生 きる か?将 た シ ャモ に 同化 す るか?岐 路 に立 ち て 同族 に 告 ぐ」 と題

され た 論 説 にお い て,「 難 しい理 屈 は 抜 きに して事 実 を言 ふ な らば,ア イ ヌ は滅 びつ

つ あ る事 の み は うなつ か れ る」 と率 直 に述 べ て い る。 平 村 は 「ア イ ヌ」 が 「滅 び行 く

人 種 」 で あ る とい う こ とを い と も簡 単 に認 め て い る の で あ る。 そ して そ の 「行 末 」 に

関 して 次 の よ うな 問題 を提 起 す る。

即 ち将来永久 にアイヌ と して存在 せ んと欲す るか,将 た和 人に同化 して終 ふべ きか,此 二

途 に一途 を選 ばなければな らぬ場合 に当面 してゐる。(平 村1930:157)

そ して平 村 の 論 は,「 和 人 」 と区 別 さ れ た 「ア イ ヌ 」 と して 生 きる か,「 和 人 」 に

「同化 」 す るか とい う,二 者 択 一 の 問 い の 答 え に向 か い,次 の よ う に述 べ る。

其 の昔我 ア イヌ種 族は其数 に於 て も勢力 に於 て も一種族 として 自立 して居 た時代が在つ た。

けれ共其時代 の変遷 と共 に其 の勢 力 を失 し,被 征 服者 と して,一 地域 に閉ぢ込め られ た弱

者 が強 者 の中 に比肩 し得 る もので は ない故 強者 の勢力 圏外 に去 る事 は賢明 な策 であ る。

・・北 海道の一 隅に夢 を貧つ て居 たア イヌが
,又 昔 の様 に生活 がおびやか された時,何 処 に

生活 の境地 を見 出す事が 出来様 。我 々のみ の生活 の地域が得 られ なければ,自 然征服者 と

雑居 す る。其の 際に於 け る有様 は説明の 限 りでない。故 に地理 的 よ りして も今 日ア イヌは

其 の種 の保存 は思 ひ得 られない事 である。(平 村1930:157-158)

平 村 は,「 被 征服 者 」 あ る い は 「弱 者 」 とな っ た 「ア イヌ 」 が 「征 服 者 」 あ るい は

「強 者 」 と して の 「和 人 」 の 「勢 力 圏 」 の 外 に去 る とい う 「賢 明 な策 」 を実 行 す る こ

と もで きな い た め に 「雑 居 」 せ ざる を得 ず,そ れ故 「ア イ ヌ は其 の種 の保 存 は思 ひ得

られ な い」 とい っ た有 様 に な っ て い る とい う。 これ は ま さに 「劣 等 人 種 」 が 「優 等 人

種 」 との 「生 存 競 争 」 に お い て圧 倒 され る とい う 「人種 」 言 説 の 「優 勝 劣 敗 」 の原 理

を雛 型 と した主 張 で あ る よ うに見 え る。 そ して また,「 ア イヌ 」 が 「一 種 族 」 と して,

す な わ ち 「和 人」 と区別 され た存 在 と して存 続 す る こ とは で きな い とい うこ と も平 村

は 明言 す る。

この こ とか ら平 村 は,以 下 の よ うに結 論 づ け る。

我等 が アイヌ種族 として存在 出来得 ない将来 を持 つて居 る事 を考へた な らば,当 然の帰結

として和 人化 すべ き途 をとらなけれ ばならない。我等 が和 人化 する事 は時宜 に適 した事 で,

一面考へ様 に傍 ては祖先 のな し得 ざ りし事 をなす 当然 の事 である。(平 村1930:158)

つ ま り,「 和 人 」 との 「生 存 競 争 」 にお い て,「 ア イ ヌ」 は 「和 人」 と明確 に 区別 さ

れ た存 在 と して存 続 し得 ない の で,「 我 等 」 は 「和 人 」 に な ら な け れ ば な ら ない とす

る の で あ る。 こ こ で平 村 の 言 う 「和 人化 」 と は何 を意 味 す る もの で あ ろ うか 。 実 は,
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この 「和人化」の概念 こそが,違 星 とは違った意味での 「アイヌ」存続言説を理解す

るための鍵概念なのである。平村の言 う 「和人化」を検討するには,当 然のことであ

るが,平 村が 「アイヌ」 と 「和人」をどのような範疇 として設定 していたかを検討 し

なければならない。

4.2「 ア イ ヌ」 であ り 「和 人」 で あ る こ と

平村 にとって 「アイヌ」と 「和人」が どのような範疇であったかを検討するには,

「混血」に関する次のような言説に注目しなければならない。

吾々の祖先が和人化して其血液が多量に和人の中に入つて居る事は近世の学者が証明して

居る。歴史をしらべても我々素人でもうなづける根拠がある。和人は最早我等の血族であ

る。(平村1930:158)

平村が支配者側の言説 としての 「人種」概念を用いて 「アイヌ」 と 「和人」を論 じ

ていることは言 うまでもない。上の引用文ではその 「人種」概念が含意する 「血」の

概念,す なわち 「アイヌ」 と 「和人」を区分する 「生得的」で 「不変」の特徴はそれ

ぞれの 「血」が決定する(「血」 とは,そ れぞれの 「人種」が もつ本質的特徴をその

内に溶かし込んだもの)と いう概念が用い られている。この種の議論は,「 アイヌ」

の 「血」が 「和人」 との 「混血」によって希釈 され,「 アイヌ」が消滅するという,

1930年 代に新たに登場する為政者側の優i生学的 「同化」政策の意味内容 をそのまま

繰 り返 しているようにも見える。

しかし,そ のように理解することは,平 村が支配者側の言説を受容 しなが らもそれ

を換骨奪胎 してそれに抵抗 していることを見落 とす ことになろう。上記の 「混血」に

関する主張において,平 村は 「アイヌ」の中に 「和人」の本質的特徴を溶かし込んだ

「血」が入って 「アイヌ」の特徴をもった存在が消滅すると述べているのではない。

そうではなく,「混血」により 「和人」の中に 「アイヌ」の 「血」が多量 に入ってい

るため,「和人」はもはや 「アイヌ」の 「血族」である,つ まり 「アイヌ」の本質的

特徴 を溶かした 「血」が 「和人」の体の中に流れていると述べているのである。すな

わち,平 村はダーウィニズム的イメージに基づいて単に 「アイヌ」が 「和人」 との明

確な境界をもつ 「人種」的範疇 として存在 し得な くなっているという,1930年 代の

支配者側の言説にも見 られた 「混血」による 「同化」を述べているわけではな く,

翻って 「和人」 もまた 「混血」によって 「和人」の本質的特徴を溶かした 「血」のみ

によって構成 される純血の範疇 としては存在 し得なくなっていると論 じているのであ
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る。 言 い換 え れ ば,支 配 者 側 の優 生 学 的 「同化 」 の文 脈 に お い て 「ア イ ヌ」 の消 滅 を

理 論 的 に跡 づ け る た め に用 い られ た 「血 」 「混 血 」 の概 念 が,別 の 文 脈 に移 され,「 和

人」 と 「ア イ ヌ」 の 人種 的 区分 の無 化 とい う論 理 の た め に用 い られ た の で あ っ た。

平 村 が 設 定 す る 「ア イ ヌ」 と 「和 人 」 を さ らに 明確 化 す る た め の手 が か りは,同 様

の 「混 血 」 に 関す る1910年 代 の 武 隈 の 主 張 に見 出 せ る。 武 隈 は次 の よ う に述 べ る。

現 今の アイヌ種族 に して純粋 なる もの甚 だ少 く,山 間の地 或 は交通の便 の後 れ し地方 に

あ らざれ ば 之 れを見 ること能はず。海岸地方 は漁業の関係上早 くよ り和 人 と交 り,其 の

子孫 は大抵混血 し,容 貌の特徴 を失ふ こと少 か らず。 され ば現今 の旧土人 の過 半数 は混血

児 といふ も可 な らん。(武 隈1918:357)

さ らに武 隈 は次 の よ うに主 張 す る。

現 今の アイヌは 日本帝国の 臣民 たる ことを 自覚 せ り。其 の進歩 せ る者 に至 りて は,君 に忠

を致 し国 に恩 を報 いん との精神 は溢 る ・ばか りに して,敢 て和 人に引 けを とるが如 きこと

無 きは,裳 に断言 し℃ 庫か らざる所 な り。況 して和 人との接触 に慣 れ,周 囲の事 情 に漸 く

打 ち勝 つ ことを得 つ ・あ る折柄,決 して和 人 と離 隔す る要 を認めず。否,土 人 をして和 人

に同化 し,立 派 なる 日本国民 た らしむるこそ,ア イヌ の本懐 なれ。又 国家 よ り見 るも,之

れが至当の こ とな らん。或 る一部 の学者 ・識者 は,ア イヌ種族 の亡ぶ ることを憂 ひ らる と

難 も,ア イヌは決 して滅亡せ ず。縦 令其の容貌,風 習 に於 て漸 次旧態 を失 ふべ きも,ア イ

ヌの血 液の量 は必ず減少せず。故 に予 は今後 アイヌ種族 は滅亡するが如 きことは無 くして,

大和 人種 に同化すべ きものな りとの信念 を有せ り。(武 隈1918:358)

「ア イ ヌ 」 が 「和 人 」 に 「同化 」 して も 「ア イ ヌ の血 液 の 量 は必 ず 減 少 せ ず 」 とあ

る こ とか ら,武 隈 の言 う 「同化 」 は 「混 血 」 を意 味 して い る と言 え る。 しか し,武 隈

の 議 論 を,た だ 単 に 「混 血 」 に よ る 「和 人 」 へ の 「同 化 」 を経 て な お 「ア イ ヌの 血

液 」 は減 少 しな い とい う擬 似 科 学 的 な論 理 を述 べ て い る だ け だ と理 解 す べ きで は な い

だ ろ う。 「ア イ ヌ は 決 して滅 亡 せ ず 」 とい う言 い方 さ え してい る こ とか ら見 て,武 隈

は,「 ア イ ヌ 」 が 「混 血 」 に よ っ て 「和 人 」 に 「同化 」 して もな お 「ア イ ヌ 」 とい う

《何 か 》 が 残 る こ と を,「 血 液 の量 は必 ず 減 少 せ ず 」 とい う言 い方 で表 そ う と して い る

とみ るべ きで あ る。 こ こで,本 来 「人 種 」 の本 質 的特 徴 の基 と して の 「血 」 は,別 の

文 脈 へ と移 さ れ,「 ア イ ヌ」 とい う 《何 か 》 を言 い表 す た め の もの に 変 え られ て い る

の で あ る。

で は武 隈 の言 う存 続 す る 「ア イ ヌ」 とはイ可で あ ろ うか。 そ れ は 「混 血 」 の過 程 を経

て な お 存 続 す る もの と され て い る こ とか ら,「 人 種 」 の 観 点 か ら 「和 人 」 と区 別 され

る もの で は な い。 さ らに 「縦 令 其 の容 貌 風 習 に於 て漸 次 旧態 を失 ふ べ き も」 残 る も

の と され て い る こ とか ら,「 文 化 」 の 観 点 か ら も 「和 人 」 と 区別 され る もの で は な い
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と言 え よ う。 した が っ て そ れ は 「人種 」 の 観 点 か ら も 「文 化 」 の 観 点 か ら も 「和 人 」

と明確 な境 界 を もっ て 区 別 され る こ との な い 《何 か 》,と しか 言 い 表 せ な い もの な の

で あ る 。

そ の よ うな 「ア イ ヌ 」 はす で に種 的 同 一 性 を失 っ て い よ う。 そ れ は 「ア イヌ 」 と

「和 人」 の あ い だ の 排 他 的境 界 を想 定 しな い た め に,「 ア イ ヌ 」 で あ る こ と と 「和 人 」

で あ る こ とが 両 立 し得 る ア イ デ ンテ ィテ ィ認 識 な の で あ る。 そ して そ の よ うな ア イ デ

ンテ ィテ ィ認 識 が,前 述 の よ うな平 村 の設 定 す る 「ア イ ヌ」 と 「和 人 」 の 「血 族 」 関

係 の基 礎 に な っ て い る と考 え られ る の で あ る。

こ こで よ うや く平 村 の言 う 「和 人 化 」 の意 味 内容 を 明 らか にす る こ とが で きる。 す

な わ ち平 村 は,「 ア イ ヌ」 で あ る こ と と 「和 人」 で あ る こ とが 両 立 す る よ う な ア イ デ

ンテ ィ テ ィ認 識 に基 づ い て 「ア イ ヌ」 が 「和 人 」 に な る こ と を主 張 し て い る の で あ

る 。 つ ま り,「 和 人 」 に な る こ とが 「ア イ ヌ」 で あ る こ と を否 定 しな い 「同 化 」 を主

張 し て い た と い う こ とで あ る。 そ れ は,「 混 血 」 が す す ん で い な い た め に 「ア イ ヌ 」

と 「和 人 」 が 「血 」 に基 づ い た境 界 に よ って 明確 に 区分 され 得 た 時 代 の 「祖 先 」 に

とっ て 「な し得 ざ り し事 」 だ っ た の で あ る。 そ して,平 村 は そ の よ うな ア イ デ ンテ ィ

テ ィ認 識 に基 づ い て 「ア イ ヌ」 と 「和 人 」 を設 定 して い た か ら こ そ,「 和 人 」 へ の

「同 化 」 を主 張 した 後 で 次 の よ う に述 べ る こ とが 可 能 で あ った 。

自 らを卑下す る必要は ない。卑下 する事 は我 々には禁物 である。寧ろ アイヌたる を誇 り得

る様 になるべ きである。(平 村1930:158)

平 村 は,ま ず もっ て 「ア イ ヌ」 が 「和 人 」 に な るべ き こ とを主 張 し,そ の後 で 「ア

イ ヌ」 で あ る こ と を誇 るべ きだ とす る の で あ るが,そ れ は,平 村 が 「ア イ ヌ」 で あ る

こ と と 「和 人 」 に な る こ とが 両 立 す る もの とす る 認 識 を も って い た か らこ そ 可 能 に

な っ た の で あ る 。 そ して,平 村 の言 う 「和 人化 」 と して の 「同化 」 は,武 隈 が 「ア イ

ヌ の血 液 の量 は必 ず 減 少 せ ず 」 とい う言 葉 で表 現 した 「ア イ ヌ」 の存 続 を含 ませ て い

る が ゆ え に,「 ア イヌ 」 を消 滅,「 滅 亡 」 す る もの と して捉 え る 「滅 び行 く人 種 」 言 説

へ の抵 抗 とな っ て い る の で あ る。

つ ま り,平 村 は 「人 種 」 概 念 に含 まれ る 「混 血 」 の概 念 を 「和 人 」 とい う範 疇 に差

し向 け,「 ア イ ヌ 」 だ けで は な く 「和 人 」 とい う範 疇 も また 種 的 同一 性 を保 持 して い

な い こ と を指 摘 し,武 隈 と同 様 「ア イヌ 」 で あ る こ と と 「和 入 」 で あ る こ とが 両 立

し得 る とい うア イ デ ンテ ィテ ィ認 識 を もつ。 平 村 が 論 じる 「和 人化 」 とは この よ うな

ア イ デ ンテ ィテ ィ認 識 に基 づ く もの で あ っ た の で あ る。 そ れ ゆ え,平 村 は 「和 人」 に
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な る こ とを強 調 しつ つ,な お 「ア イ ヌ」 と して の ア イ デ ンテ ィテ ィを誇 る こ とを主 張

す る こ とが で き,「 ア イ ヌ」 の存 続 を論 じる こ とが で きた の で あ る。

5二 つ の 「流 用 」

以 上 見 て きた よ う に,1920～30年 代 の ア イヌ 言 論 人 た ち は,「 人種 」 概 念 と 「文 明

化 」 概 念 の結 合 を前 提 と した支 配 者 側 の言 説 と して の 「同化 」 の意 味 内容 を受 容 しつ

つ ズ ラ し,「 滅 び行 く人種 」 言 説 に抗 して 「ア イヌ 」 の 存 続 を主 張 した 。

この種 の ア イヌ言 論 人 の抵 抗 を よ り良 く理 解 す る た め に,こ こで 「流 用 」 とい う概

念 を援 用 す る こ とを提 案 して み た い。 「流 用 」 概 念 を援 用 す る に 当 た っ て は,必 ず し

も定 着 した概 念 とは な っ て い な い の で,こ こで若 干 の整 理 を して お きた い。 周 知 の よ

う に,「 流 用appropriation」 概 念 は と くに,ポ ス トコ ロニ ア ル 研 究 に 関 わ る文 化 人 類

学 や カル チ ュ ラ ル ・ス タデ ィー ズ に お い て 用 い ら れ て きた 概 念 で あ る。 「流 用 」 な い

し 「領 有 」 と は,あ る特 定 の 意 味 空 間 に あ る事 物 や 記 号 を異 な る文 脈 へ と置 き換 え,

別 の 意 味 に ズ ラす こ とで あ る。 したが っ て,「 流 用 」概 念 は,複 数 の 文 化 が 接 触 す る

際 に生 じる さ ま ざ まな現 象,と くに 「弱 者 」 が 「強 者 」 に対 抗 す る諸 現 象 を 問題 化 す

る 際 に きわ め て有 効 な分 析 概 念 とな り得 る(林2001)。

「流 用 」 概 念 にお い て は,二 つ の 方 向 性 を理 解 す る必 要 が あ る 。一 つ は,現 実 社 会

の不 可 避 な権 力 関係 の な か で の,支 配 文 化 の提 供 す る事 物 や記 号 の 「下 か ら」 の 「流

用 」 で あ り,も う一 つ は,「 上 か ら」 の 回収 的 な 「流 用 」 で あ る。 この 場 合,前 者 を

「流 用 」,後 者 を 「領 有 」 と して訳 し分 け る こ と も可 能 で あ ろ う。 ニ コラ ス ・トー マ ス

が 「相 互 的 な流 用 」 と呼 ぶ もの は,こ の二 つ の 「流 用 」 が もつ れ あ う現 象 を指 して い

る(Thomas1991:125)。

この よ う な 「流 用 」概 念 の 導 入 の意 義 は 二 つ あ る。 一 つ に は,「 さ ま ざ ま な文 化 レ

ベ ル を ,そ の各 々 に 固有 の もの と され る モ ノに 関す る記 述 だ け を基 準 に して 同定 して

し ま う危 険 を,未 然 に防 ぐこ とが で きる」(シ ャ ルチ エ1994:7)と い う こ とが 挙 げ ら

れ る。 つ ま り,あ る集 団が もつ と され る文 化 を実 体 と して捉 え る こ と,お よび,そ れ

を 閉 じた 体 系 と して捉 え る こ との否 定 で あ る。 そ うす る こ とで,「 特 定 の社 会 の な か

で流 通 して い る 資材 が 差 異 を と もな っ て領 有 され て い くプ ロ セ ス」(シ ャル チ エ1994:

8),す な わ ち複 数 の文 化 が 接 触 す る空 間 にお い て 様 々 な事 物 や 記 号 が 境 界 横 断 的 に

「流 用 」 され て い くプ ロ セ ス を視 野 に入 れ る こ とが 可 能 と な る。 ま た,も う一 つ の意

義 と して,従 来 の植 民 地 主 義 に 関す る語 りが,支 配 的 な文 化 の圧 倒 的 な力 に よっ て単
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に抑 圧 され躁 欄 され る無 力 な 「弱 者 」 とい う もの を想 定 す る エ ン トロ ピ ック な語 り と

な っ て い た の に対 して,抑 圧 され た人 々が 権 力 を換 骨 奪 胎 し新 た な意 味 を 産 出す る と

い う,主 体 性 に着 目す る語 り口が 獲 得 され た こ とが 挙 げ られ る(太 田1998)。 た だ し,

抑 圧 され た人 々 の主 体 性 に着 目 し よ う とす る語 り口 の転 換 に 際 して は,「 異 質 化 の 罠 」

(松 田1997)に 留 意 す る 必 要 が あ る。 松 田(1997:281)は,こ れ まで 「弱 者 」 と され

て きた 人 々 に見 出 され た主 体 性 の無 批 判 な賞 揚 に よっ て,あ た か も,抑 圧 され た 人 々

と権 力 とが対 等 の 関係 で 同 じ土 俵 に上 が っ て い る か の よ うに論 じ られ,厳 然 と して存

在 す る暴 力 の経 験が 捨 象 され て し ま う こ とに注 意 を促 す 。

「異 質 化 の 罠 」 に陥 ら ない よ う にす る に は,「 流 用 」 を行 う人 々 の主 体 的 な実 践 を記

述 ・分 析 す る に 当 た っ て,ド ・セ ル トー の言 う 「戦 略 」/「戦 術 」 を 区別 す る こ とが 重

要 と な ろ う。 ド ・セ ル トー に よ れ ば,「 戦 略 」 とは,「 あ る 意 志 と権 力 の 主体(企 業,

軍 隊,都 市,学 術 制 度 な ど)が,周 囲 か ら独 立 して は じめ て可 能 に な る力 関係 の計 算

(また は操 作)の こ と」(ド ・セ ル トー-1987:100)と され る。 こ こで は,周 囲 の状 況 か

ら身 を引 き離 して 自由 に客 観 的 で合 理 的 な計 算 を行 うた め の 「固有 の場 」 の存 在 が 前

提 と され る 。 もち ろ ん,こ の よ うな 「固有 の場 」 は フ ィク シ ョ ンに過 ぎな い。 あ くま

で存 在 す る の は,「 固 有 の場 」 か ら 「戦 略 」 を行 う こ とが 可 能 だ とい う フ ィ ク シ ョ ン

な の で あ る 。 だが,権 力 は この よ うな 「固有 の場 」 の フ ィク シ ョ ンに も とつ い て,異

質 な もの を 「観 察 し,測 定 し,コ ン トロ ー ル し,し たが っ て 自分 の視 界 の な か に 「お

さめ 』 うる 対 象 に変 え る こ と」 を行 な っ て い る の で あ る。 前 述 の 「上 か ら」 の 「流

用 」=「領 有 」 は,こ の よ うな 「戦 略 」 と して理 解 す る こ とが で きる。

これ に対 して,「 戦 術 」 と は,「 自分 の もの 〔固有 の もの〕 を もた な い こ とを特 徴 と

す る,計 算 され た行 動 の こ と」(ド ・セ ル トー1987:101)で あ る。 した が って,「 自分

に とっ て疎 遠 な力 が 決定 した法 に よっ て編 成 され た土 地 他 か ら押 しつ け られ た土 地

の う え で な ん と か や っ て い か ざ る を え な い 」 も の が,「 戦 術 」 な の で あ る。 つ ま り,

「戦 術 」 と は,周 囲 か ら身 を引 き離 す こ との で きる 「固 有 の場 」 を もた ず,他 者 の場 で

行 わ れ る実 践 の こ とで あ る。 「戦術 」 は,権 力 の監 視 の も と に置 か れ な が ら,隙 を う

か が い,意 表 をつ くの で あ る。 これ は,「 下 か ら」 の 「流 用 」 に対 応 す る と言 え よ う。

ド ・セ ル トー の 「戦 略」/「戦 術 」 の 区 別 に も とつ い て,抑 圧 され た人 々が 発 揮 す る

あ る種 の主 体 性 が 「戦 術 」 と して の 「下 か ら」 の 「流 用 」 に よる もの で あ る こ とを理

解 す る こ とが 重 要 で あ る。 抑 圧 され た人 々 は,暴 力 に さ ら され なが ら,権 力 に よっ て

押 し付 け られ た もの を 「流 用 」 して な ん とか や っ て い か ざる を え な い の で あ り,決 し

て権 力 と対 等 の立 場 で せ め ぎ あ う わ け で は ない の で あ る 。言 い換 え れ ば,「 戦 術 」 と
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しての 「流用」は,抑 圧 された人々の暴力の経験を捨象することなく,彼 らがかろう

じて発揮する 「弱者の主体性」(松 田1997:281)が いかなるものであるかを明 らかに

し得るのである。本稿では,以 上のような 「上から」の 「戦略」 としての 「流用」=

「領有」 と 「下から」の 「戦術」としての 「流用」 を区別 して,ア イヌ言論人の 「抵

抗」を以下で分析する。

まず違星の主張から見ていくことにしよう。違星は,支 配者側の言説 としての 「人

種」概念を一旦受け入れる。すなわち,違 星は一方で 「人種」概念を利用 して 「アイ

ヌ」 と 「和人」を明確な境界によって区分 された排他的範疇 として捉える。 しかしな

が ら,他 方で,「 アイヌ」は 「劣等人種」であって 「優勝劣敗」の法則によってやが

て 「滅亡」するという本来の 「人種」言説の含意は受け容れなかった。ここで違星

は,人 種概念における 「和人」/「アイヌ」の排他的区分 と 「優i勝劣敗」の法則 との結

びつ きを断ち切っているのである。また,違 星は 「文明化」言説を取 り入れて 「アイ

ヌ」の 「人種」的特徴は向上 し得ると主張 しなが ら,「文明化」を各民族が主体的に

行なうものと読み替えることによって,「文明化」する能動的主体 と 「文明化」 され

る受動的客体という 「文明化」言説の含意する序列化を否定 していた。このように

「人種」 と 「文明化」の概念を本来の文脈か ら切 り離 して別の意味を付与する周到な

議論 に基づ き,違 星は 「同化」を,「アイヌ」/「和人」のあいだの絶対的境界を前提

としてその上位カテゴリーとしての 「日本人」になることと捉える。つ まり,違 星は

「同化」政策における 「人種」言説と 「文明化」言説の結合をズラす ことによって,

「和人」 と明確な境界によって区分された 「アイヌ」は存続すべ きものであると主張

し,「アイヌ」を消滅するものとして捉 える 「滅び行 く人種」言説に対抗 していたの

である。

だが,こ こで違星が 「アイヌ」 と 「和人」を明確な境界によって区別 していたこと

に注意 しよう。違星は,「和人」との対比で,「 アイヌ」 という範疇が全体 としてどの

ような範囲を含むものであるかを見渡す視点をもっていたのである。言い換えれば,

違星は,「固有の場」を前提とし,「アイヌ」 という範疇を曖昧 さのない明瞭なものと

して,自 らの視界に 「おさめ」 うる対象に変えていたのである。 したがって,違 星が

行っていたことは,「上から」の 「領有」=「流用」となっていたといえる。

一方
,平 村の言説における支配的言説の 「流用」の仕方は違星のそれと異なるもの

であり,「流用」という点では一層興味深 く,ま たそう呼ぶにふ さわしいものであっ

た。まず平村は,優 生学的な 「同化」政策の 「人種」言説においては 「アイヌ」の一

方的な消滅を意味する 「混血」の概念を,「アイヌ」と 「和 人」が 「人種」による明
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確な境界をもてないということを意味するものへ と読み替 え,そ のような 「アイヌ」

/「和人」の関係を,武 隈が示唆していたような 「アイヌ」であることと 「和人」で

あることが両立 し得るアイデンティティ認識に基づいて捉 えていた。すでに武隈は,

「アイヌ」の消滅を含意する 「混血」の概念を 「アイヌ」の存続の論理に読み替えて,

「人種」的差異や 「文化」的差異がな くなってもなお残 る 「アイヌ」というものを主

張 していた。武隈のアイデンティティ認識は,違 星の主張 した種的同一性の認識 とは

異なる。平村や武隈が捉えていた 「アイヌ」 という 《イ可か》は,決 してその全体像が

把握 されたものではなく,し たがって自らの視界に 「おさめ」 うるように変えられた

ものでもなかった。換言すれば,彼 らは 「固有の場」 という幻想 を前提 とはせずに,

他者の場において支配的言説の 「流用」を行 うことで語 らざるをえなかったのであ

る。そ して,平 村の主張する 「和人化」としての 「同化」は,「アイヌ」が 「和人」

になった後 も誇 り得る 「アイヌ」が存続するという別の意味に読み替えられたもので

あり,そ れゆえにそれは 「滅び行 く人種」言説を完全に受け容れているように見えな

がらも,そ れに対する抵抗 となっていたのである。

平村の言説は,確 かに支配者側の 「同化」政策の矛盾を正面から衝いてそれを突 き

崩す ものではなかった。それは,圧 倒的な権力関係のもとで他者の場に投げ出されな

がらかろうじて発揮 された主体性なのである。つまり,周 囲の状況から身を引 き離す

ことで得 られる,異 質なものを自らの視界に 「おさめ」 うる対象に変える視線をもた

ず,圧 倒的な権力関係に翻弄 されなが ら発揮 された 「弱者」の主体性なのであり,そ

れ故にその言説は首尾一貫 したものにはなり得ないのである。 しかし,そ れは,支 配

者側の 「同化」政策において結合されていた 「人種」 と 「文明化」とを解 きほぐし,

そこに生み出される間隙に,「人種」としては 「滅び行 く」 ものと認めながらも種的

同一性 を意味する 「人種」 とは異なる形での 「アイヌ」の存続 ということを滑 り込 ま

せ,「 アイヌ」 としてのアイデンティティを密かに保持する論理を作 り上げる巧妙な

「戦術」だったと言えよう。

お わ り に

本稿は,支 配者側の言説としての 「滅び行 く人種」言説に対 して,1920～30年 代

のアイヌ言論人がいかに抵抗 していたかを明らかにすることを目的 とした。その際

彼 らの 「アイヌ」 としてのアイデンティティと 「同化」志向のむすびつ きに焦点を当

て,「 自画像」の構築の仕方について論 じた。
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そ の 結 果,ま ず,本 稿 で 取 り上 げ た違 星 や 平 村 な どの ア イヌ 言 論 人 た ち は,「 ア イ

ヌ 」 と して の ア イデ ン テ ィ テ ィの 維 持 と 「同化 」 志 向 を二 者 択 一 的 に は捉 え て お ら

ず,む しろ両 立 す る もの と して捉 え て い た こ とが 明 らか とな っ た。

次 に,違 星 と平 村 の言 説 を通 して,「 ア イ ヌ」 と して の ア イ デ ンテ ィテ ィの 保 持 と

「同化 」 志 向 の 結 びつ き を検 討 した 。 まず 違 星 の 場 合 は,「 ア イ ヌ」 を 「血 」 に よっ て

「和 人 」 と明 確 に 区別 され る種 的 同一 性 と して捉 え る。 そ の う えで,「 ア イ ヌ」 と 「和

人 」 を同 時 に含 む こ とが で きる,「 外 国 人 」 に対 す る 「日本 人 」 とい う範 疇 を設 定 す

る。 か く して,「 ア イヌ 」 で あ りな が ら 「日本 人 」 に な る こ と(=「 日本 人化 」)が 可

能 とな り,そ れ を違 星 は 「同化 」 と捉 え る。 そ して,「 ア イ ヌ」 は能 動 的 に 「文 明 化 」

して い く もの と され た。 これ は 「戦 略 」 的 な 「領 有 」=「流 用 」 と して理 解 され る。 そ

れ に対 し平 村 は,「 ア イヌ 」 と 「和 人 」 を種 的 同一 性 と して は捉 え ない 。 平村 は,「 ア

イ ヌ」 で あ る こ と と 「和 人」 で あ る こ とが 可 能 とな る ア イ デ ンテ ィテ ィ認 識 に基 づ い

て,「 和 人 」 に な る こ と(=「 和 人化 」)を 「同化 」 と捉 え る。 そ れ に よっ て,「 和 人 化 」

と して の 「同 化 」 の 主 張 と同 時 に 「ア イ ヌ」 と して の誇 りが,強 調 さ れ る 。 これ は

「戦術 」 的 な 「流 用 」 で あ った 。

そ して,1920～30年 代 の ア イ ヌ言 論 人 た ち は,支 配 者 側 の 言 説 と して の 「同化 」

や 「人種 」,「文 明化 」 な どの言 説 を本 来 の意 味 とは微 妙 に ズ ラ した り 「流 用 」 す る こ

とに よっ て の み,こ の よ うな 「滅 び行 く人種 」 言 説 へ の抵 抗 を行 う こ とが で きた の で

あ る。 そ れ は,支 配 者 側 の言 説 に拘 束 され なが ら行 わ れ る微 細 な変 革 の可 能 性 を示 し

て い る と言 え よ う18)。

付 記

本稿 は2001年1月 に成 城大学大学 院文学研 究科 に提 出 した修士論 文 「1920年 代,30年 代 を

中心 とす るアイヌの言論活動 におけ るアイデ ンテ ィテ ィと抵抗 」 を基 に大幅 に加 筆 ・修正 を加

えた もので ある。修士論 文 ならびに本論文の作成 において適切 な助 言 を頂 いた成城 大学大学 院

文学研 究科 の小 田亮,上 杉富 之両先生 には感謝 す る次 第であ る。 また本稿 の一部 について は,

国立民 族学博物館 での共同研究会 「人類 学的知識 の使われ方 ・使 い方」 におい て発表の場 を与

え られた。 発表 の機会 を与 えて下 さった 同研究会 の代表者 ・田村 克己先生 をは じめ,貴 重 な助

言 を頂 いた参加者 の方 々に感謝 したい。
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注

1)1920～30年 代 のアイヌ民族の言論 活動の社会 的背 景 は次 の通 り。1899年 の北海道旧土 人

保護法 はアイヌ民族 の 「同化」 を 目的 とした ものであったが,そ の効用 の限界が示 されつつ

ある段 階で政府側 は,日 露戦 争 を契機 に全 国で展 開 された 「地方改良運動 」の一環 と して,

アイヌ民族 自身に 「同化」 の再強化 を 目指 した小組織集 団を形成 させ る。 それによ り,ア イ

ヌ民族 の居住地 区には,1915年 か ら17年 の問に青年会や婦 人会 といった組織が結成 された。

その 目的は,「智徳 の啓 発,生 活 の改善(弊 習改善),貯 蓄奨励,夜 学補習,飲 酒矯正 婦徳

の啓 発 と修養,諸 令達 の伝達,納 税 の奨励,道 路 の改修,会 員相互 の慶弔慰問,共 同耕作,

同族間 の親睦,品 性 の 向上(良 国民 た るに恥 ざるll参養),講 話会 の開催」(海 保1991:143-

144)な どであった。 この 「地方改良運動」が発 火剤 とな って,1920～30年 代の アイヌ民族

の言論活動が生起 したのであった(海 保1991:124-150)。

2)当 時 出版 された雑誌 ・著作 は以下 に挙 げる とお りである。

「ウタ リグス』(1920年 創刊)CMS(英 国聖公会海外伝道協会)の 宣教 師ジ ョン・バ チェラー

が 団長 を務 めるア イヌ伝道 団(1919年 設立)の 機 関誌 。寄稿 された論説 にはキ リス ト教 の

影響 がす くなか らず見 られる。「ウタリ之友』(1933年 創刊)は 実質的 に 「ウタ リグス』 の

後継誌 と言 える。

「蝦 夷の光』(1930年 創刊)1930年 に北 海道庁社会課 の主導 で組織 された北 海道 アイヌ協

会 の機 関誌。道庁職員 の寄稿 が毎号 見 られる。

「ウ タリ乃光 リ』(1932年 創刊)1932年 に設立 された勇 払郡鵡川村字 チ ンの青年 団(ア イ

ヌが主 たる団員)の 機 関誌。

著作 には,武 隈徳三郎著 「アイ ヌ物語』(1918)富 貴 堂,違 星北斗著 「違 星北斗遺稿 コ

タン』(1930)希 望社,貝 沢藤 蔵著 『アイヌの叫び』(1931)「 ア イヌの叫び」刊 行会,貫 塩

法枕著 『アイヌの同化 と先縦』(1934)北 海小群更生 団が ある。

また,ア イヌ民族 自身の言論 として北海道庁主催 の 「旧土 人保護施設改善座談会」(1935)

が ある。

上 に列挙 した雑誌 は,花 崎墓平(1996)が 『蝦夷 の光』 を 「官庁主導 の同化主義 に基づ く」

もの と規定 したように,そ れぞれ特殊 な性格 を もち,こ れ らを一緒 に論 じるこ とには無理が

あるように思 われるか もしれないが,そ れ らの寄稿者 たちの主張 にはそれぞれの雑誌 の特殊

な性格 に由来す る相違点 ばか りではな く,多 くの共通点が あ り,そ れ らの雑誌 にお ける言論

活動 をま とめて一 つの対象 とす るこ とは十分可能 である。

また,こ の時期 の言説が 当時のアイヌ民族 のあいだで どのように受容 され,そ の後 のアイ

ヌ民族 をめ ぐる問題 の推移 にいかなる位置 を占めているのか というこ とを明 らかにす るこ と

は,そ れ らの言説が現実 に もた らした ものを理解す るうえで も重要 な課題 であるが,ア イヌ

言論人 のアイデ ンテ ィテ ィ認識 の表 出に焦点 を絞 った本稿 の範 囲を超 えるこ とになること も

あ り,今 後の課題 としたい。

3)「 日本の民族学 という点 か ら言 えば 近代 日本 は他 者 と して 「調査 される側』 か ら他者 を

「調査 する側』への転 身を遂げて きた。 日本 の民俗学 とい う点か らいえば他者 と して 「調査

される側』 か ら自己認識 として自己を 『調査す る側』 に深化 して きた。現代 にいたる近代 日

本 の 「他者』 と 「自己』 の認識 史 とは どのような ものであ り,そ れが現在私 たちを どのよう

に拘束 しているのか,ま た どのようにそれを自己変革 させ てい くべ きなのか。 これが もっ と

も重要 な課題 であろ う」(篠 原2001:16)。

4)海 保 は,内 地 か らの移民 によって引 き起 こされた 「アイヌ」 の窮乏が 「優勝劣敗」 の結果

とされ,「 アイヌ」が 「保護 」 と 「文 明化」 の対 象 と して措 定 された と論 じる(海 保1992:

32-37)。 また河野 は,「 同化」 の過 程で,と くに北海 道旧土人保護法 の制 定 ・施行 によって

「アイ ヌ系 の者 」が法律 に基づ き一括 りにされた ことに より,一 つ の 「旧土 人」=「アイ ヌ」

像がつ くりあげ られた とす る(河 野1996:130-131)。

5)木 名瀬 は別 の論考(木 名瀬2001:60)で も,「滅亡」 とい う語 りに焦 点を当て なが ら,「客

体 として差異化 された他者 か らの距離 によって 「日本 人』 とい う主体 を外側 か ら析 出す る と

いう,あ る種 の迂 回的な自己表象 のあ り方」 につ いて論 じている。

6)「 アイヌ」 とい う 「他者像 」の構築 が 「日本 人」 とい う 「自画像」 の構築 と表裏一体 の関

係 にある とい う問題意識 は,(小 熊1998)に も共通 の ものである。「日本人」の境界 はなぜ,
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どのよ うに設定 されて きたのか,と いう視点 か ら,近 代 日本 の境界地域 す なわち沖縄,ア

イヌ,台 湾,朝 鮮 などにたいする政策論 を検証 し,「 日本人」お よび 「日本 」 とい う概念 を

再検討す るこ と,が 小熊 の主題 である。 また,丸 山(2002:159-184)は 第二部第二章 にお い

て,冨 山(1994)の 議i論を下敷 きに して,「 人類学 的言 説」 におい て 「日本 人」の 自己 同一

性 を語 るために設定 された 「徴候」が,語 られる側 の 「アイヌ」 や 「琉球人」 をいかに呪縛

して きたかを検証 し,さ らに語 られる側 のアイヌにお いて,そ れへ の抵抗 の諸相 を見出そう

とす る。 同様 の 問題意識 は,「 アイヌ」 とい う表 象 と優 生思想 の関係 につ いて論 じた藤野

(1998)や,「 同化」政 策 をめ ぐる高木の一連 の論考(高 木1993;1994),そ してア イヌ児童

を対象 と した小学 校 の詳細 な実態 分析 を通 じて 「同化政 策」 の展 開過程 を検討 した小川

(1997)に も見 出せ る。

7)煎 本 は,他 の 「世代」 につ いて,明 治以後 の 「第一世代 」 は,「 アイヌ としての アイデン

テ ィテ ィを保持 し,ア イヌ文化 を保存 して いた」世 代,「 第四世代 と第五世 代のあ る者 は文

化復興運動 に参加 している。 しか し,彼 らはいわゆる伝統 的アイヌ文化 の経験 を持 たないた

め,ア イヌ語教室 の生徒 となっている」 としている。

8)「 第二 回東京 アイヌ学会」 での違星 の講演 内容 は,(伊 波1976)に 記録 されている。

9)単 に支配者側 の言説が 「アイヌ」 を 「滅 び行 く」 と してい たの に対 し,ア イヌ言論 人が

「滅 びない」 と主張 していた とい うことを述べ たいので はない。後述す る ように,ア イヌ言

論 人側 も 「滅び行 くアイヌ」 とい う言 い方 を していた。本稿で見 てい きたいの は,「滅 び行

くアイヌ」 「同化すべ きアイヌ」 とい うアイヌ言 論人 の言 説 に含 まれる 「同化」 や 「滅亡」

という概念や イメージの 「換骨奪胎」 の可能性(と りわけ平村幸雄 の主張 の可能性)で ある。

10)「 混血 」 によって 「朝鮮 人」 の ような 「劣等 人種」 の形質 は 「優等 人種」 であ る日本民族

の形 質に吸収 される という雑種強勢論 的な考 え も存在 した(海 野1910:101)。

11)単 一民族論 としての国体論 に対立す る もの として,坪 井正五郎 をは じめ とした当時 の人類

学者 たちが唱 えた混 合民族論が存在 した。彼 らは,日 本民族 を 「大 陸系」,「マ レー系」,「ア

イヌ系」 な どの混 合に よって形成 された もの と考 えたのであ り,そ の論理 は,日 本が海外へ

進 出す る能力 の賛美へ と向かっていった(小 熊1995:73-86)。

12)例 えば人類学 にお いて,坪 井 正五郎 は人種分類 を変更可能 な もの とし,「一つの名称の下

に含 まるる人類 の一群 と他 の名称 の下 に含 まるる人類 の一群 との問には判然 たる境界線 を書

く事 は出来 ませ ん」 と述べ ていた(坪 井1893:425)。 そ して坪井 は,「 人類 には種 の差 はな

い といはねばな りませぬ」 と結論づ けるのである。

13)例 えば道庁 は,1934年 に,「 〔アイヌ民族 は〕統計上 に於 ては,さ した る増加 を示 さぬが,

事 実に於 ては世 人の謂 ふが如 く,滅 亡 しつ ・ある もの ではない。之 を要 す るに本 道の±人

は,絶 対 の意味 に於 ける滅亡 しつ ・ある ものにあ らず して,大 和民族 中に融合 しつ ・発展 を

遂 げつ ・ある」(北 海道庁1934:325)と いう見解 を表明 していた(括 弧内 は引用者 による補

足)。 この ような 「混血」 による 「アイヌ」 の 「改 良」 と 「同化」は,1890年 代の教育政策

につ いての議論 において も言 及 されていたが,そ こでは 「アイヌが差別 されている現状 では

婚姻促進 の可能性が うす い と避 け」 られていた とい う(小 熊1998:63)。

14)本 稿 で主 に取 り上 げる違星北斗 や平村幸雄(次 章参照)と いった人物が 同時代 のアイヌ民

族 のなかで どのような位置 にあった人物 なのかな ど,当 時 の言論状況 につ いては現段 階で明

らかに し得 ないこ とが多 く,今 後 の重要 な研究課題 の一つ と したい。本稿 では,ア イヌ民族

に よる当時の言論活動 の全貌 を明 らかにす るこ とを 目的 とせず,あ くまで 「同化」 と 「アイ

ヌ」 としてのアイデ ンティテ ィとのアイヌ言論 人側 による結 びつ け方 の二つ の例 を示 し,と

くに従来 の研究 において取 り上 げ られるこ との少 なかった平村 の示す アイデ ンテ ィティ認識

の可 能性 を提示す るのみに留 めてお く。

15)し たが って,「和 人」/「アイヌ」 の区別に基づ いて違星が想定 した 「種 的同一性」 は,「 人

種 」概 念が想 定す るよ うな 「文明」/「野蛮」 とい う価値 区分 と結 びつけ られ た もので はな

かった と言 える。違星が想定 した 「種 的同一性」 は,あ くまで 「文 明」/「野蛮」 という価値

区分 か らは切 り離 された 「血」 によって定義 されていたのである。

16)「 アイヌ」 を存続すべ きもの と捉 えた違星 はよ り直載 に 「アイヌ は亡 びてなる ものか」 と

も述べ ていた。

17)注2)で 列挙 した1920～30年 代 を中心 とした アイヌ民族 の言 論 を検討 した結果,違 星 と

は異 なるアイデ ンティティ認識 と 「同化」認識 を明示 した論説 として平村(1930)が 見出さ

れた。
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18)本 稿 は1920～30年 代 のアイヌ言論 人たちの言論活動 に二種 の抵抗が存在 していた ことを

指摘す るに留 まっているが,そ れが どのような現実 的効果 を持 ちえたか とい う問題 につ いて

は今後 の研究課題 としたい。
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